
一

（
五
三
）

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日（
火
曜
日
）

　
　
　
　
正
午
開
議

　
出
席
委
員

　
　
　
委
員
長　
山
口　
俊
一
君

　
　
　
理
事　
丹
羽　
秀
樹
君　
理
事　
鷲
尾
英
一
郎
君

　
　
　
理
事　
武
藤　
容
治
君　
理
事　
橘　
慶
一
郎
君

　
　
　
理
事　
三
ッ
林
裕
巳
君　
理
事　
笠　
　
浩
史
君

　
　
　
理
事　
吉
川　
　
元
君　
理
事　
遠
藤　
　
敬
君

　
　
　
理
事　
輿
水　
恵
一
君

　
　
　
　
　
　
井
出　
庸
生
君　
　
　
　
井
野　
俊
郎
君

　
　
　
　
　
　
石
原　
正
敬
君　
　
　
　
木
村　
次
郎
君

　
　
　
　
　
　
中
谷　
真
一
君　
　
　
　
本
田　
太
郎
君

　
　
　
　
　
　
宮
路　
拓
馬
君　
　
　
　
山
田　
賢
司
君

　
　
　
　
　
　
伊
藤　
俊
輔
君　
　
　
　
梅
谷　
　
守
君

　
　
　
　
　
　
太　
　
栄
志
君　
　
　
　
山
岸　
一
生
君

　
　
　
　
　
　
中
司　
　
宏
君　
　
　
　
浅
野　
　
哲
君

　
　
　
　
　
　
塩
川　
鉄
也
君

　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
議
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
賀
福
志
郎
君

　
　
　
副
議
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
江
田
万
里
君

　
　
　
事
務
総
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田　
憲
治
君

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

十
一
月
九
日

　
理
事
遠
藤
敬
君
同
日
理
事
辞
任
に
つ
き
、
そ
の
補
欠
と

し
て
中
司
宏
君
が
委
員
長
の
指
名
で
理
事
に
選
任
さ
れ

た
。

同
日

　
理
事
中
司
宏
君
同
日
理
事
辞
任
に
つ
き
、
そ
の
補
欠
と

し
て
遠
藤
敬
君
が
委
員
長
の
指
名
で
理
事
に
選
任
さ
れ

た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

十
一
月
十
三
日

　
国
会
法
の
改
正
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
陳
情
書（
山

梨
県
中
央
市
臼
井
阿
原
六
九
二　
小
池
裕
敏
）（
第
一
一

九
号
）

は
本
委
員
会
に
参
考
送
付
さ
れ
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

　
議
員
細
田
博
之
君
逝
去
に
つ
き
弔
詞
贈
呈
の
件

　
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
辞
職
の
件

　
各
種
委
員
等
の
選
挙
の
件

　
国
家
公
務
員
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
の
件

　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
起
草
の
件

　
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正
の

件
　
本
日
の
本
会
議
の
議
事
等
に
関
す
る
件

　
　
　
　
　
―
―
―
―
◇
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

　
こ
の
際
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
前
議
長
細
田
博
之
君
が
、
去
る
十
日
、
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
誠
に
哀
悼
痛
惜
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　
同
日
、
額
賀
議
長
か
ら
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
の

弔
意
を
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
　
細
田
博
之
前
衆
議
院
議
長
の
突
然
の
訃
報
に
接
し
、

誠
に
哀
悼
痛
惜
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　
　
細
田
前
議
長
は
、
平
成
二
年
に
衆
議
院
議
員
に
初
当

選
さ
れ
て
以
来
、
十
一
回
の
当
選
を
重
ね
ら
れ
、
平
成

二
十
七
年
に
は
衆
議
院
か
ら
永
年
在
職
議
員
表
彰
を
受

け
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
細
田
前
議
長
は
内
閣
官
房
長
官
、
自
由
民
主
党
の
幹

事
長
や
総
務
会
長
等
を
歴
任
さ
れ
た
後
、
令
和
三
年
に

第
七
十
八
代
の
衆
議
院
議
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
令

和
四
年
二
月
に
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略

が
開
始
さ
れ
、
こ
の
力
に
よ
る
一
方
的
な
現
状
変
更
の

試
み
に
対
し
、
翌
三
月
、
細
田
前
議
長
は
本
会
議
に
お

け
る
非
難
決
議
の
採
択
の
ほ
か
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ

ン
ス
キ
ー
大
統
領
に
よ
る
憲
政
史
上
初
と
な
る
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
演
説
を
実
現
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
ま
た
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
立
法
府
の
議

論
に
関
し
て
は
、
令
和
四
年
一
月
に
政
府
か
ら
報
告
を

受
け
、
衆
参
両
院
の
各
党
・
各
会
派
か
ら
な
る
全
体
会

議
を
開
催
し
、
速
や
か
な
検
討
を
要
請
さ
れ
ま
し
た
。

細
田
前
議
長
は
、
そ
の
推
移
を
最
期
ま
で
気
に
か
け
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
微
力
な
が
ら
そ
の
思
い
を
引
き

継
い
で
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
本
年
十
月
、
細
田
前
議
長
は
ご
自
身
の
体
調
が
万
全

で
な
い
こ
と
か
ら
、
議
長
と
し
て
の
重
要
な
公
務
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
議
長
職
を
辞
す
る

こ
と
を
決
断
さ
れ
ま
し
た
。
議
長
退
任
の
後
、
一
刻
も

早
い
回
復
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
し
た
私
ど
も
に
と
っ

て
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

　
　
細
田
前
議
長
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
は
じ
め
と
し

た
経
済
政
策
や
選
挙
制
度
へ
の
造
詣
な
ど
幅
広
い
分
野

に
関
し
、
精
通
し
た
知
識
と
豊
富
な
政
治
経
験
に
加

え
、
与
野
党
を
問
わ
ず
数
多
く
の
議
員
か
ら
信
頼
さ

れ
、
ま
た
尊
敬
さ
れ
る
政
治
家
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
御
生
前
の
憲
政
へ
の
御
貢
献
に
敬
意
を
表
し
、
謹
ん

で
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
令
和
五
年
十
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衆
議
院
議
長　
額
賀
福
志
郎

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
こ
こ
に
、
委
員
各
位
と
と
も
に
故
細
田

博
之
前
議
長
の
御
冥
福
を
祈
り
、
謹
ん
で
黙

を
さ
さ
げ

た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
御
起
立
を
お
願
い
し
ま
す
。
―
―
黙

。

　
　
　
　
〔
総
員
起
立
、
黙

〕

○
山
口
委
員
長　
黙

を
終
わ
り
ま
す
。
御
着
席
を
願
い

ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
議
員
細
田
博
之
君
逝
去
に
つ
き

弔
詞
贈
呈
の
件
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
弔
詞
に
つ
き

ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
の
案
文
の
と
お
り
と
し
、
本

日
の
本
会
議
に
お
い
て
そ
の
贈
呈
を
決
定
す
る
に
御
異
議

あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
多
年
憲
政
の
た
め
に
尽
力
し　
特
に
院
議
を
も
っ
て
そ

の
功
労
を
表
彰
さ
れ
た
議
員
従
二
位
桐
花
大
綬
章　

細
田
博
之
君
は　
さ
き
に
本
院
議
長
の
要
職
に
つ
き　

ま
た
し
ば
し
ば
国
務
大
臣
の
重
任
に
あ
た
り　
終
始
政

党
政
治
の
確
立
に
つ
と
め
議
会
制
民
主
政
治
の
進
展
に

多
大
の
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た　
そ
の
功
績
は
ま
こ
と
に

偉
大
で
あ
り
ま
す

　
衆
議
院
は　
君
の
長
逝
を
哀
悼
し　
つ
つ
し
ん
で
弔
詞

を
さ
さ
げ
ま
す

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
な
お
、
本
会
議
に
お
い
て
、
議
長
が
弔

詞
を
朗
読
さ
れ
る
際
、
議
員
の
方
は
御
起
立
を
願
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
辞
職

の
件
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備

員
で
あ
る
津
島
淳
君
か
ら
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　
本
件
は
、
本
日
の
本
会
議
に
お
い
て
議
題
と
す
る
に
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
各
種
委
員
等
の
選
挙
の
件
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
辞
職
の

件
が
本
会
議
に
お
い
て
許
可
さ
れ
ま
し
た
な
ら
ば
、
引
き

続
き
裁
判
官
訴
追
委
員
及
び
同
予
備
員
の
選
挙
と
、
お
手

元
の
印
刷
物
に
あ
り
ま
す
各
種
委
員
の
選
挙
を
行
う
こ
と

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

（
第
一
類　
第
十
六
号
）

議

院

運

営

委

員

会

議

録
　
第
　
　
七
　
　
号

第
二
百
十
二
回
国
会

衆

議

院

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



二

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
た
だ
い
ま
本
委
員
会
提
出
と
す

る
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
本
日
の
本

会
議
に
お
い
て
緊
急
上
程
す
る
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
の
順
序

に
つ
い
て
、
事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
岡
田
事
務
総
長　
ま
ず
最
初
に
、
議
長
か
ら
、
前
議
長

細
田
博
之
先
生
逝
去
に
つ
き
弔
詞
贈
呈
の
件
に
つ
い
て
お

諮
り
し
た
後
、
議
長
が
弔
詞
を
朗
読
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
辞
職
の
件
に
つ
い
て

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　
辞
職
の
件
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
な
ら
ば
、
引
き
続
い
て

各
種
委
員
等
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。
こ
の
選
挙
は
、
動
議

に
よ
り
、
手
続
を
省
略
し
て
、
議
長
に
お
い
て
指
名
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
次
に
、
国
家
公
務
員
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
の
件

に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
採
決
は
四
回
に
な
り
ま

す
が
、
順
序
は
印
刷
物
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
一
に
つ
き
、
古
屋
総
務
委
員
長
の
報
告

が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
共
産
党
及
び
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
二
及
び
第
三
に
つ
き
、
武
部
法
務
委
員

長
の
報
告
が
ご
ざ
い
ま
す
。
両
案
を
一
括
し
て
採
決
い
た

し
ま
し
て
、
維
新
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
四
に
つ
き
、
簗
安
全
保
障
委
員
長
の
報

告
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
五
及
び
第
六
に
つ
き
、
星
野
内
閣
委
員

長
の
報
告
が
ご
ざ
い
ま
す
。
次
い
で
両
案
に
対
し
ま
し

て
、
四
人
の
方
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
討
論
が
行
わ
れ
ま
す

が
、
順
序
は
印
刷
物
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
採
決
は

二
回
に
な
り
ま
す
。
一
回
目
は
日
程
第
五
で
、
維
新
の
会

及
び
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
回
目
は

日
程
第
六
で
、
立
憲
民
主
党
、
維
新
の
会
、
共
産
党
、
有

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
件
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正
の
件
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す

が
、
順
次
事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
岡
田
事
務
総
長　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
の
件
外
一
件
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
の
件
は
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
一
般
職
の
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給

料
月
額
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部

改
正
の
件
は
、
政
府
職
員
の
給
与
改
定
及
び
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
の
更
な
る
柔
軟
化
に
準
じ
て
、
国
会
職
員
に
つ

い
て
同
様
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
よ
ろ
し
く
御
承
認
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

　
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
案

　
　
　
　
〔
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
国
会
議
員
の
秘
書

の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
件
に
つ
き
ま
し

て
は
、
お
手
元
に
配
付
の
案
を
委
員
会
の
成
案
と
決
定

し
、
こ
れ
を
委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
に
賛
成
の
諸

君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　
〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
山
口
委
員
長　
挙
手
多
数
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部

改
正
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
の
案
の
と

お
り
決
定
す
べ
き
も
の
と
議
長
に
答
申
す
る
に
賛
成
の
諸

君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　
〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
山
口
委
員
長　
挙
手
多
数
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
一
、
国
家
公
務
員
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
の
件

　
　
検
査
官

　
　
　
原
田　
祐
平
君　

�

岡
村
肇
君
６
・
１
・
３
定
年
退

官
に
つ
き
そ
の
後
任

　
　
原
子
力
委
員
会
委
員
長
及
び
同
委
員

　
　
　
委
員
長　
上
坂　
　
充
君　

�

12
・
15
任
期
満
了
に

つ
き
再
任

　
　
　
委　
員　
直
井　
洋
介
君　

�

佐
野
利
男
君
12
・
15

任
期
満
了
に
つ
き
そ

の
後
任

　
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
及
び
同
委
員

　
　
　
委
員
長　
藤
原　
靜
雄
君　

�

丹
野
美
絵
子
君
12
・

31
任
期
満
了
に
つ
き

そ
の
後
任

　
　
　
委　
員　
清
水　
涼
子
君　

�

中
村
玲
子
君
６
・

１
・
25
任
期
満
了
に

つ
き
そ
の
後
任

　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
奈
菜
君　

�

藤
原
靜
雄
君
12
・
31

任
期
満
了
に
つ
き
そ

の
後
任

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
本
件
は
、
本
日
の
本
会
議
に
お
い
て
議

題
と
す
る
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
本
日
の
議
事
日
程
第
五
及
び
第

六
の
両
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
の
井
野

俊
郎
君
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
の
山
岸
一
生
君
、
日
本

維
新
の
会
の
阿
部
司
君
、
日
本
共
産
党
の
塩
川
鉄
也
君
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
す
。

　
討
論
時
間
は
、
井
野
俊
郎
君
、
山
岸
一
生
君
、
阿
部
司

君
は
各
々
十
分
以
内
、
塩
川
鉄
也
君
は
三
分
以
内
と
す
る

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
山
口
委
員
長　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に

　
こ
の
選
挙
は
、
そ
の
手
続
を
省
略
し
て
、
議
長
に
お
い

て
指
名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
御
了
承
願
い
ま

す
。

　
な
お
、
後
任
の
候
補
者
と
し
て
、
自
由
民
主
党
・
無
所

属
の
会
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の
会
か

ら
、
お
手
元
の
印
刷
物
に
あ
り
ま
す
諸
君
を
届
け
出
て
ま

い
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
一
、
各
種
委
員
等
の
選
挙
の
件

　
　
裁
判
官
訴
追
委
員

　
　
　
石
田　
真
敏
君（
自
民
）

　
　
　
平
口　
　
洋
君（
自
民
）

　
　
同　
予
備
員

　
　
　
井
野　
俊
郎
君（
自
民
）　�

職
務
を
行
う
順
序
は
第

一
順
位

　
　
検
察
官
適
格
審
査
会
委
員

　
　
　
金
田　
勝
年
君（
自
民
）

　
　
　
牧
原　
秀
樹
君（
自
民
）

　
　
　
稲
富　
修
二
君（
立
憲
）

　
　
　
遠
藤　
　
敬
君（
維
新
）

　
　
同　
予
備
委
員

　
　
　
笹
川　
博
義
君（
自
民
）　�

金
田
勝
年
君
の
予
備
委

員

　
　
　
小
山　
展
弘
君（
立
憲
）　�

稲
富
修
二
君
の
予
備
委

員

　
　
　

�

山
本　
剛
正
君（
維
新
）　
遠
藤
敬
君
の
予
備
委
員

（
現
に
予
備
委
員
で
あ
る
三
谷
英
弘
君
は
牧
原
秀

樹
君
の
予
備
委
員
と
す
る
。）

　
　
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
委
員

　
　
　
斎
藤　
洋
明
君（
自
民
）

　
　
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
委
員

　
　
　
森
山　
　

君（
自
民
）

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
国
家
公
務
員
任
命
に
つ
き
同
意

を
求
め
る
の
件
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
検
査
官
、
原

子
力
委
員
会
委
員
長
及
び
同
委
員
、
個
人
情
報
保
護
委
員

会
委
員
長
及
び
同
委
員
に
、
お
手
元
の
印
刷
物
に
あ
り
ま

す
諸
君
を
任
命
す
る
に
つ
い
て
、
内
閣
か
ら
本
院
の
同
意

を
求
め
て
ま
い
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―



三

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

千
二
十
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
政
府
代
表
の
設

置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
七　

�

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
一
、
討
論
通
告

　
　
日
程
第
五　

�

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣

提
出
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
対　
維
新
、
れ
新

　
　
日
程
第
六　

�

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

及
び
二
千
二
十
五
年
日
本
国
際
博
覧
会

政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣

提
出
）

　
　
　
　
　
　
　
　
反
対　

�

立
憲
、
維
新
、
共
産
、
有
志
、

れ
新

　
　
　
　
内
閣
委
員
長　
　
　
　
星
野　
剛
士
君

　
　
　
　
討
論
通
告

　
　
　
　
　
日
程
第
五
に
賛
成
、
第
六
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
岸　
一
生
君（
立
憲
）

　
　
　
　
　
日
程
第
五
及
び
第
六
に
賛
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
野　
俊
郎
君（
自
民
）

　
　
　
　
　
日
程
第
五
及
び
第
六
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部　
　
司
君（
維
新
）

　
　
　
　
　
日
程
第
五
に
賛
成
、
第
六
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
川　
鉄
也
君（
共
産
）

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
そ
れ
で
は
、
本
日
の
本
会
議
は
、
午
後

零
時
五
十
分
予
鈴
、
午
後
一
時
か
ら
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
山
口
委
員
長　
次
に
、
次
回
の
本
会
議
及
び
委
員
会

は
、
追
っ
て
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
来
る
十
六
日
木
曜
日
午
前
十
一
時
か
ら
理
事
会

を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
午
後
零
時
八
分
散
会

　
　
　
　
　
―
―
―
―
◇
―
―
―
―
―

志
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
七
に
つ
き
、
田
畑
厚
生
労
働
委
員
長
の

報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
共
産
党
及
び
れ
い
わ
新
選
組
が

反
対
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
動
議
に
よ
り
、
た
だ
い
ま
御
決
定
い
た
だ
き
ま

し
た
秘
書
給
与
法
改
正
案
を
緊
急
上
程
い
た
し
ま
す
。
山

口
議
院
運
営
委
員
長
の
趣
旨
弁
明
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
維

新
の
会
及
び
れ
い
わ
新
選
組
が
反
対
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
日
の
議
事
は
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
採　
決　
順　
序

　
①（
反
対　
共
産
、
れ
新
）

　
　
検
査
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
田　
祐
平
君

　
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原　
靜
雄
君

　
②（
反
対　
立
憲
、
共
産
、
れ
新
）

　
　
原
子
力
委
員
会
委
員
長
及
び
同
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長　
上
坂　
　
充
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委　
員　
直
井　
洋
介
君

　
③（
反
対　
共
産
）

　
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水　
涼
子
君

　
④（
全
会
一
致
）

　
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
奈
菜
君

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
議
事
日
程　
第
五
号

　
　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
午
後
一
時
開
議

　
第
一　

�

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
二　

�

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
三　

�

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
四　

�

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
五　

�

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
）

　
第
六　

�

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
二



四

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



五

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



六

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



七

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



八

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



九

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



一
〇

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



一
一

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
七
号　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日



一
二

第
一
類
第
十
六
号　
　
議
院
運
営
委
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